
 別紙様式１（第６条の３関係） 

 （教職員用） 

 

 

国立大学法人岡山大学長 

（最高管理責任者）  殿 

 

 

誓   約   書  

 

 

私は，岡山大学の構成員として，公的研究費等の使用に当たっては，以下の事項を

遵守することをここに誓います。 

 

記 

 

 １．大学の管理するべき公的研究費等の原資が国民の税金等で賄われていることを認識

し，研究計画等に基づき，適正かつ計画的・効率的に使用すること。 

 

 ２．公的研究費等の使用に当たり，当該公的研究費等の配分機関が定める各種要項及び

本学が定める規程等の使用ルール，その他関係する法令・通知等を遵守するとともに，

説明責任を果たすこと。 

 

 ３．公的研究費等の使用に当たり，規則等に違反して，不正を行った場合は，本学や配

分機関の処分及び法的な責任を負担すること。 

 

 ４．公的研究費等の取扱いに関する研修等に積極的に参加し，関係法令等，使用ルール

に関する知識の習得や事務処理手続きの理解に努めること。  

 

５．構成員相互の理解と緊密な連携を図り，協力して公的研究費等の不正使用を未然に

防止するよう努めること。 

 

 ６．公的研究費等の使用に当たり，取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招く

ことのないよう公正に行動すること。 

 

          年  月  日 

 
        所 属                職 名             
                                             フリガナ 
        個人番号           氏 名                 

                ※個人番号は給与明細に記載してある８桁の番号です。 



国立大学法人岡山大学における公的研究費等の使用に関する行動規範

平成２２年９月２７日制定

平成２７年３月２０日改正

学 長 裁 定

国立大学法人岡山大学（以下「本学」という。）は，学術研究の信頼性と公正性を担保

しつつ，大学の学術研究業務に対する国民からの更なる信頼を確保するため，公的研究

費等の使用に関する行動規範を次のとおり定める。

本学の構成員は，各々自覚と責任をもってこれを誠実に実行しなければならない。

１．構成員は，大学の管理するべき公的研究費等の原資が国民の税金等で賄われている

ことを認識し，研究計画等に基づき，適正かつ計画的・効率的に使用すること。

２．構成員は，公的研究費等の使用に当たり，当該公的研究費等の配分機関が定める各

種要項及び本学が定める規程等の使用ルール，その他関係する法令・通知等を遵守す

るとともに，説明責任を果たすこと。

３．構成員は，公的研究費等の取扱いに関する研修等に積極的に参加し，関係法令等，

使用ルールに関する知識の習得や事務処理手続きの理解に努めること。

４．構成員は，相互の理解と緊密な連携を図り，協力して公的研究費等の不正使用を未

然に防止するよう努めること。

５．構成員は，公的研究費等の使用に当たり，取引業者との関係において国民の疑惑や

不信を招くことのないよう公正に行動すること。

（注）「公的研究費等」とは，本学において機関経理する全ての経費をいう。

「構成員」とは，本学の教職員（非常勤職員含む），本学と雇用関係を有する

学生,その他本学の公的研究費等の管理運営に関わる全ての者をいう。

【 参  考 】
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国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程 
 
                            平成１９年１０月２５日 
                            岡 大 規 程 第 ７ ０ 号 

改正 平成２０年 ３月３１日規程第７０号   
平成２０年１１月１０日規程第８９号   
平成２１年 ３月２７日規程第３８号   
平成２２年 ３月３１日規程第５８号   
平成２３年 ３月３１日規程第４５号   
平成２３年 ４月２８日規程第６９号   
平成２３年 ９月２７日規程第９５号   
平成２７年 ３月２０日規程第１２号   
平成２７年 ３月３１日規程第６９号   
平成２８年 １月２９日規程第 ２号   
平成２８年 ３月３１日規程第４１号   
平成３１年 ３月２９日規程第４０号   

  令和 ３年 ３月１７日規程第３２号   
令和 ４年 ３月１７日規程第２１号 

令和 ６年 ３月２８日規程第１９号 

令和 ６年 ４月２３日規程第７６号 

令和 ６年１２月 ３日規程第１１８号 

令和 ７年 ４月 １日規程第１９号 

令和 ７年 ５月１６日規程第５８号 

令和 ７年 ７月１７日規程第９７号 

 
   第１章 総 則 
 （趣旨） 
第１条 この規程は，研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）

（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定。令和３年２月１日改正。）を踏まえ，国立大

学法人岡山大学（以下「本学」という。）において公的研究費等を適正に管理運営し不正

使用等を防止するために必要な事項を定めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この規程において「公的研究費等」とは，本学において機関経理する全ての経費

をいう。 
２ この規程において，「不正使用等」とは，故意若しくは重大な過失による公的研究費

等の他の用途への使用又は当該公的研究費等の交付の決定の内容及び条件に違反した使

用をいう。 
３ この規程において「部局」とは，国立大学法人岡山大学予算・決算事務取扱規程（平

成１６年岡大規程第２７号）第９条に規定する予算単位及び第４条に規定する統括管理

責任者が必要と認めた組織をいう。ただし，法人本部は学務部を含め，１つの部局とし

て取り扱う。 
４ この規程において「構成員」とは，本学の教職員（非常勤職員を含む。），本学と雇

用関係を有する学生，その他本学の公的研究費等の管理運営に関わる全ての者をいう。 
 
   第２章 責任体制 

【 参  考 】
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 （最高管理責任者） 
第３条 本学に，公的研究費等の管理運営について最終責任を負う者として最高管理責任

者を置き，学長をもって充てる。 
２ 最高管理責任者は，不正防止対策の基本方針（以下「基本方針」という。）を策定・

周知するとともに，それらを実施するために必要な措置を講ずる。 
３ 最高管理責任者は，不正使用等を起こさせない組織風土を形成するために，構成員

全体に対し，不正使用等防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的とした諸活

動（以下「啓発活動」という。）を定期的に実施する。 

 （統括管理責任者） 
第４条 本学に，最高管理責任者を補佐し，本学全体の公的研究費等の管理運営を統括す

る実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き，財務・施設担当理事をも

って充てる。 
２ 統括管理責任者は，不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり，基本

方針に基づき，本学全体の具体的な対策を策定・実施し，実施状況や効果等について最

高管理責任者に報告するとともに，役員と議論を深める。 
 （コンプライアンス推進責任者） 
第５条 各部局に，当該部局における公的研究費等の管理運営について実質的な責任と権

限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き，当該部局の長をもって充てる。 
２ コンプライアンス推進責任者は，統括管理責任者の指示の下，次の各号に掲げる事項

を行う。 
 一 自己の管理監督する部局における対策を実施し，実施状況を確認するとともに，実

施状況を統括管理責任者に報告する。 
 二 不正防止を図るため，当該部局内の公的研究費等の管理運営に関わる全ての構成員

に対し，コンプライアンス教育を実施し，受講状況を管理監督する。 
 三 自己の管理監督する部局において，定期的に啓発活動を実施する。 
 四 自己の管理監督する部局において，構成員が，適切に公的研究費等の管理・執行を

行っているか等をモニタリングし，必要に応じて改善を指導する。 
３ コンプライアンス推進責任者は，実効性を確保する観点から適当と判断する場合は，

学科，専攻，部門等の一定規模の組織レベルで複数の副責任者を指名し，前項第２号か

ら第４号に掲げる事項を行わせ，報告させることができるものとする。 
４ コンプライアンス推進責任者は，必要に応じて，公的研究費等の管理・執行に関して，

当該事務組織の長を副責任者に指名することができる。 
 （最高管理責任者のリーダーシップ） 
第６条 最高管理責任者は，統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持

って公的研究費等の管理運営が行えるよう，適切にリーダーシップを発揮する。 
２ 最高管理責任者は，公的研究費等の不正使用等根絶への強い決意を掲げ，不正防止

対策を実効性のあるものとするために，必要に応じて基本方針の見直し，必要な予算

や人員配置などの措置を行う。 

３ 最高管理責任者は，コンプライアンス推進責任者等が実施するコンプライアンス教

育を受講していない構成員がいる場合，当該構成員の公的研究費等の執行を停止する

ことがある。 

 （監事） 

第６条の２ 監事は，不正使用等防止に関する内部統制の整備・運用状況について，本

学全体の観点から確認し，意見を述べる。 

 （構成員の責務） 



 - 3 -

第６条の３ 本学の構成員は，「国立大学法人岡山大学における公的研究費等の使用に関

する行動規範」（平成２２年９月２７日制定。平成２７年３月改正。）を遵守しなけれ

ばならない。 
２ 構成員は，前項の行動規範を遵守することを約するため，採用時等に別紙様式１の誓

約書を最高管理責任者に提出するものとする。ただし，電子申請システム等において，

誓約書の内容に同意した場合は，誓約書を提出したものとみなす。 
３ 構成員は，コンプライアンス推進責任者等が実施するコンプライアンス教育を受講し

なければならない。 

 
   第３章 適正な管理運営の基盤となる環境の整備 
 （環境の整備） 
第７条 最高管理責任者は，不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で，不正を

誘発する要因を除去し，十分な抑止機能を備えるため，次の各号に掲げる環境・体制の

構築を図らなくてはならない。 
 一 関係者の意識の向上と浸透 
 二 ルールの明確化・統一化 
 三 職務権限の明確化 
 四 告発等の取扱い並びに調査及び懲戒に関する運用の透明化 
２ 前項各号に関し必要な事項は，別に定める。 

 
   第４章 不正防止計画の策定・実施 
 （不正防止計画の策定） 
第８条 統括管理責任者は，不正使用等を発生させる要因を調査・把握し，不正防止計画

を策定する。 
 （不正防止計画推進室） 
第８条の２ 基本方針に基づき，全学的観点から不正防止計画を推進するため，不正防止

計画推進室を置く。 
２ 不正防止計画推進室は，次の各号に掲げる者で組織する。 
 一 統括管理責任者 
 二 研究担当理事 
 三 研究・イノベーション共創管理統括部長 
 四 財務部長 
 五 その他次項に定める室長が指名する者 
３ 不正防止計画推進室に室長を置き，統括管理責任者をもって充てる。 
４ 不正防止計画推進室は，法人監査室と密接な連携を保ちつつ，次の各号に掲げる業務

を行う。 
 一 不正使用等を発生させる要因の調査・分析に関すること。 
 二 不正防止計画の実施及び進捗管理に関すること。 
 三 不正防止計画の推進に関すること。 
 四 構成員を対象とした説明会・研修会及び啓発活動の実施計画の策定・実施に関する

こと。 
 五 行動規範の策定等に関すること。 
 六 全学的観点からのモニタリングに関すること。 
 七 その他公的研究費等の適正な管理運営に必要な方策に関すること。 
５ 不正防止計画推進室は，前項第６号に規定するモニタリング等によって，是正すべき

jimu20_test1
ハイライト表示
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事項が判明した場合は，直ちに，当該構成員及び納入業者等に対して指導を行うととも

に，是正措置を求めることができる。 
６ 不正防止計画推進室は，監事との連携を強化し，必要な情報提供等を行うとともに，

不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う。 

 （不正防止計画の実施） 
第９条 コンプライアンス推進責任者は，不正防止計画推進室と連携協力を図りつつ，主

体的に不正防止計画を実施する。 
２ 最高管理責任者は，不正防止計画が着実に実施されるよう，進捗管理に努めるものと

する。 
３ 監事は，不正防止計画が適切に実施されているかを確認し，意見を述べる。 

 
   第５章 相談窓口及び告発窓口の設置 
 （相談窓口の設置） 
第１０条 公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルールについて，本学内

外からの問い合わせに対応し，明確かつ統一的な運用を図るため，本学に相談窓口を置

く。 
２ 相談窓口は，財務部及び研究・イノベーション共創管理統括部とする。 
３ 相談窓口は，本学における公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルー

ルに関する本学内外からの問い合わせに誠意をもって対応し，本学における効率的な教

育研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。 
 （告発窓口の設置） 
第１１条 不正使用等に係る告発（以下「告発」という。）窓口は，国立大学法人岡山大

学公益通報者保護規程（平成１８年岡大規程第６号。以下「通報規程」という。）第５

条第１項に定める通報窓口を告発窓口とする。 
２ 告発窓口に担当者を置き，外部窓口にあっては法律事務所の弁護士等を，内部窓口

にあっては法人監査室に所属する事務職員をもって充てる。 
３ 告発窓口を利用する方法は，通報規程第６条第１項に定めるものとする。 

 （告発の取扱い） 
第１２条 何人も，別紙様式２の告発書により，前条に規定する告発窓口に告発を行うこと

ができる。 
２ 告発は，顕名により行い，不正使用等を行ったとする本学の構成員（当該告発に係る

事実の発生の日において本学の構成員であった者を含む。以下「調査対象者」という。）

の氏名，不正使用等の態様等，事案の内容を明示し，かつ不正使用等が存在する又はま

さに不正使用等が生じようとしていると疑われる根拠を示すものとする。ただし，告発

者は，その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。 

３ 匿名による告発であっても，当該不正使用等の態様が重大でかつ明示された根拠に相

当の信用性があると思われる場合は，真正な告発として受理できるものとする。 
４ 内部監査，外部の機関又は報道，学会その他の研究コミュニティ又はソーシャルメデ

ィア等により不正使用等の疑いが指摘された場合は，匿名による告発があった場合と同

様に取り扱うことができるものとする。 

５ 告発は，原則として当該告発に係る事実の発生の日から起算して，５年以内に行うも

のとする。 
６ 告発窓口は，第１項の告発を受け付けたときは，直ちに法人監査室長にその内容を

報告しなければならない。 

７ 法人監査室長は，前項の報告を受けて告発を受理したときは，直ちに，最高管理責任者，
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統括管理責任者及び監事に報告するものとする。 
 
   第６章 不正使用等に係る事案の調査等 
 （予備調査） 
第１３条 最高管理責任者は，前条第１項による告発がなされた場合は，予備調査委員会を

設置し，速やかに予備調査を実施しなければならない。 
２ 予備調査委員会は，統括管理責任者，調査対象者が所属する部局の長及び最高管理責任

者が指名する者若干人により組織する。なお，各委員は，告発者及び調査対象者と直接の

利害関係を有しない者でなければならない。 

３ 予備調査は，告発等の内容の合理性，調査可能性等について調査するものとし，場合に

よっては告発者及び調査対象者等関係者からの事情聴取，その他調査に必要な事項を求

めることにより，本格的な調査（以下「本調査」という。）を実施すべきか否かを判断す

るものとする。 
４ 予備調査委員会は，予備調査終了後，速やかに，その結果を最高管理責任者に報告する。 
５ 最高管理責任者は，前項の報告を踏まえ，直ちに本調査を実施するか否かの決定をし，

その結果を告発等の受付から３０日以内に，当該経費に係る配分機関及び関係省庁（以下

「配分機関等」という。）に報告するものとする。 
６ 最高管理責任者は，内部監査及び第８条の２第４項第６号のモニタリングにより不正

使用等の疑いが指摘されるなど，予備調査の必要性がないと判断される場合は，前５項

の規定にかかわらず，直ちに本調査を実施することを決定できる。 
 （予備調査等の結果の通知） 
第１４条 最高管理責任者は，本調査を実施することを決定した場合，その旨を文書によ

り告発者及び調査対象者に通知するとともに，本調査への協力を求めるものとする。こ

の場合において，告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては，告発窓口を通じて

通知するものとする。 
２ 最高管理責任者は，本調査を実施しないことを決定した場合，その旨を理由を付して

文書により告発者に通知するものとする。この場合において，告発者のうち氏名の秘匿

を希望した者に対しては，告発窓口を通じて通知するものとする。 
 （調査委員会の設置及び調査） 
第１５条 最高管理責任者は，本調査を実施することを決定した場合，公的研究費等の不正

使用等に関する調査委員会（以下｢調査委員会｣という。）を設置し，速やかに本調査を実

施しなければならない。 
２ 調査委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。なお，各委員は，告発者及び

調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 
 一 統括管理責任者 
 二 最高管理責任者が指名する教員 １人以上 
 三 法人本部の部長及び課・室の長並びに部局の事務部長及び事務長（課・室の長を含

む。）のうちから最高管理責任者が指名する者 １人以上 
 四 弁護士等の学外の有識者のうちから最高管理責任者が指名する者 １人以上 
 五 その他最高管理責任者が必要と認めた者 
３ 前項第４号の委員は，本学並びに告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない

者でなければならない。 
４ 調査委員会に調査委員長を置き，統括管理責任者をもって充てる。 
５ 調査委員長は，調査委員会を招集し，その議長となる。 
６ 調査委員長に事故があるときは，調査委員長があらかじめ指名した委員がその職務を
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代行する。 
７ 調査委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開くことができない。 
第１６条 調査委員会の調査にあたっては，次の各号に掲げる事項を行うことができる。 
 一 告発者及び調査対象者等関係者からの聴取 
 二 各種伝票，証拠書類，申請書等の関係書類の精査 
 三 その他調査に必要な事項 
２ 関係者は，調査委員会の調査にあたっては，誠実に協力しなければならない。 
３ 関係者は，調査委員会から資料の提出を求められた場合には，これに応じなければなら

ない。 
４ 調査委員会は，調査に関連があると判断したときは，告発に係る公的研究費等のほか，

調査対象者の他の公的研究費等を調査の対象に加えることができる。 
 （調査中における一時的使用停止） 
第１６条の２ 最高管理責任者は，必要に応じて，調査対象者に対し，当該調査対象制度

の公的研究費等の使用停止を命ずることができるものとする。また，必要に応じてその

使用停止を解除することができるものとする。 
 （配分機関等への報告及び調査への協力等） 
第１６条の３ 最高管理責任者は，調査の実施に際し，調査方針，調査対象及び方法等に

ついて配分機関等に報告し，又は協議しなければならない。 
２ 最高管理責任者は，合理的な理由がある場合を除き，告発等の受付から２１０日以内

（第２０条に基づき再審理を行う日数を含む。）に，調査結果，不正使用等の発生要因，

不正使用等に関与した者が関わる他の公的研究費等における，管理・監査体制の状況，

再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関等に提出するものとする。この場合におい

て，期限までに調査が完了しない場合であっても，調査の中間報告を配分機関等へ提出

するものとする。 
３ 最高管理責任者は，調査の過程であっても不正使用等の存在が一部でも認定された場

合には，速やかに配分機関等に報告するものとする。 
４ 最高管理責任者は，配分機関等から求めがあった場合には，調査の終了前であっても，

調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関等に提出するものとする。 
５ 最高管理責任者は，調査に支障がある等，正当な事由がある場合を除き，配分機関等

が求める当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じるものとする。 
 （審理及び認定） 
第１７条 調査委員会は，不正使用等の有無及び不正の内容，関与した者及びその関与の程

度，不正使用の相当額等について審理し認定を行う。 
２ 調査委員会は，調査の過程であっても不正使用等の存在が一部でも確認された場合に

は，速やかに認定を行う。 

３ 前２項の認定を行うにあたっては，調査対象者に弁明の機会を与えなければならない。 
４ 調査委員会は，不正使用等が存在しなかったと認定する場合において，調査を通じて

告発が第２４条の告発に該当することが明らかであるときは，併せてその旨の認定を行

う。 
５ 前項の認定を行うにあたっては，告発者に弁明の機会を与えなければならない。 
６ 調査委員会は，第１項，第２項又は第４項の認定を行ったときは，直ちに，当該認定

を含む調査結果を最高管理責任者に報告する。 
 （本調査結果の通知及び報告）  
第１７条の２ 最高管理責任者は，前条第６項の報告を受けた場合は，調査結果を文書に

より告発者，調査対象者及び調査対象者が所属する部局の長に通知しなければならない。
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この場合において，告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては，告発窓口を通じ

て通知するものとする。 
 （不服申立て） 
第１８条 不正使用等を行ったと認定された調査対象者は，当該認定に対して不服がある

ときは，前条の通知の日の翌日から起算して１４日以内に最高管理責任者に不服申立て

をすることができる。 
２ 告発が第２４条の告発に該当するものであると認定された告発者は，当該認定に対し

て不服があるときは，前条の通知の日の翌日から起算して１４日以内に最高管理責任者

に不服申立てをすることができる。 
３ 前２項の規定にかかわらず，調査対象者又は告発者は同一理由による不服申立てを繰

り返し行うことはできない。 
 （不服審査委員会） 
第１９条 最高管理責任者は，前条第１項による不服申立てを受理したときは，速やかに不

服審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置するとともに，当該不服申立てを受

理した旨を文書により調査対象者に通知するものとする。 
２ 最高管理責任者は，前条第２項による不服申立てを受理したときは，速やかに審査委員

会を設置するとともに，当該不服申立てを受理した旨を文書により告発者に通知するもの

とする。この場合において，告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては，告発窓口

を通じて通知するものとする。 
３ 審査委員会は，最高管理責任者が指名した者若干人（予備調査委員会及び調査委員会の

構成員を除く。）により組織する。なお，各委員は，告発者及び調査対象者と直接の利害

関係を有しない者でなければならない。 
４ 審査委員会は，前条の不服申立ての主旨，理由等を勘案し，再審理の必要性について判

定し，その結果を最高管理責任者に報告する。 
５ 最高管理責任者は，第１項又は第２項に基づく不服申立てについて再審理を行うか否

かを決定した場合，速やかに，第１項の場合にあっては調査対象者に，第２項の場合に

あっては告発者に通知するものとする。この場合において，告発者のうち氏名の秘匿を

希望した者に対しては，告発窓口を通じて通知するものとする。 
 （再審理） 
第２０条 最高管理責任者は，再審理を行うと決定した場合，調査委員会に対し速やかに

再審理を命じなければならない。 
２ 調査委員会が行う再調査，再審理及び認定については，第１６条及び第１７条の規定を

準用する。 
３ 最高管理責任者が行う配分機関等への報告及び調査対象者等への通知については，第

１６条の３及び第１７条の２の規定を準用する。 
４ 告発者又は調査対象者は，第２項の認定の結果に対して異議を申し立てることはでき

ない。 
 （勧告） 
第２１条 調査委員会は，調査の結果，不正使用等の存在が確認され，次の各号に掲げる措

置が必要と認めた場合は，措置すべき内容を，最高管理責任者に勧告するものとする。 
 一 就業規則に基づく懲戒等の処分 
 二 公的研究費等の使用停止又は返還等の措置 
 三 不正使用等の排除のための措置 
 四 その他必要な事項 
 （処分等の措置） 
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第２２条 最高管理責任者は，不正使用等の存在が認定された場合は，速やかに国立大学

法人岡山大学職員の懲戒等に関する規程（平成１６年岡大規程第２０号）等に従い，適

切な措置をとるものとする。 
２ 最高管理責任者，統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者若しくは副責任者

において，管理監督の責任が十分に果たされず，結果として不正を招いた場合には，前

項に準じて取り扱うものとする。 
３ 最高管理責任者は，私的流用など，行為の悪質性が高い場合には，刑事告発や民事訴

訟等，法的な措置を講ずるものとする。 
４ 最高管理責任者は，調査の結果，不正使用等の存在が認定された場合は，速やかに調

査結果を公表する。公表する内容は，国立大学法人岡山大学における懲戒処分等の公表

基準（平成１６年４月１日学長裁定）にかかわらず，不正に関与した者の氏名・所属，

不正の内容，公表時までに行った措置の内容，調査委員の氏名・所属，調査の方法・手

順を含めるものとする。ただし，合理的な理由がある場合は，不正に関与した者の氏名

・所属等を非公表とすることができる。 
５ 最高管理責任者は，不正使用等が存在しなかったことが認定された場合は，調査対象

者の名誉回復のために，十分な措置をとらなければならない。なお，必要な場合を除き

原則として調査結果を公表しない。 

 （告発者及び調査協力者の保護） 
第２３条 最高管理責任者並びに告発者及び調査協力者が所属する部局の長は，不正使用等

に関する告発者及び調査協力者が告発又は情報提供を行ったことを理由として，いかなる

不利益な取扱いも受けることがないよう，必要な措置を講ずるとともに，告発者及び調査

協力者の職場環境等の保全に努めなければならない。 
 （告発の濫用禁止） 
第２４条 何人も，虚偽の告発，他人を誹謗中傷する告発その他不正の目的による告発を行

ってはならない。最高管理責任者は，そのような告発を行った者に対し，就業規則等に基

づき，必要な処分を行うことができる。 
 （守秘義務） 
第２５条 この規程に基づき不正使用等の調査等に携わった者は，その職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。なお，職員等でなくなった後も同様とする。 
２ 最高管理責任者は，正当な理由なく，告発に関する秘密及び知り得た個人情報を漏え

い又は不当な目的で利用等を行った者に対し，就業規則等に基づき，必要な処分を行う

ことができる。 
 

第２６条 削除 
第２７条 削除 

 
   第７章 内部監査 
 （内部監査） 
第２８条 本学における公的研究費等の管理運営に関する監査（以下「内部監査」という。）

は，国立大学法人岡山大学内部監査規程（平成１７年岡大規程第３号）第４条の規定に

基づき，法人監査室が実施する。 
２ 内部監査は，不正防止計画推進室との連携を図り，同室が把握する不正使用等を発生

させる要因に応じた監査計画の下で実施するとともに，公的研究費等の管理体制の不備

の検証も行う。 
３ 不正防止計画推進室は，内部監査の結果を不正防止計画に反映させる。 
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４ 監事は，内部監査によって明らかになった不正使用等発生要因が不正防止計画に反

映されているかを確認し，意見を述べる。 

 
   第８章 その他 
 （事務） 
第２９条 この規程に関する事務は，関係部課の協力を得て，財務部財務企画課，研究・

イノベーション共創管理統括部研究協力課及びコンプライアンス推進室が処理する。 
 （雑則） 
第３０条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 
   附 則 
 この規程は，平成１９年１０月２５日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２０年１１月１０日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２３年５月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２３年１１月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２７年３月２０日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２８年１月２９日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和４年３月１７日から施行し，令和４年３月７日から適用する。 

   附 則 

 この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和６年４月２３日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 



 - 10 - 

   附 則 

 この規程は，令和６年１２月３日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和７年５月１６日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は，令和７年７月１７日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 
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 別紙様式１（第６条の３関係） 

 （教職員用） 

 

 

国立大学法人岡山大学長 

（最高管理責任者）  殿 

 

 

誓   約   書  

 

 

私は，岡山大学の構成員として，公的研究費等の使用に当たっては，以下の事項を

遵守することをここに誓います。 

 

記 

 

 １．大学の管理するべき公的研究費等の原資が国民の税金等で賄われていることを認識

し，研究計画等に基づき，適正かつ計画的・効率的に使用すること。 

 

 ２．公的研究費等の使用に当たり，当該公的研究費等の配分機関が定める各種要項及び

本学が定める規程等の使用ルール，その他関係する法令・通知等を遵守するとともに，

説明責任を果たすこと。 

 

 ３．公的研究費等の使用に当たり，規則等に違反して，不正を行った場合は，本学や配

分機関の処分及び法的な責任を負担すること。 

 

 ４．公的研究費等の取扱いに関する研修等に積極的に参加し，関係法令等，使用ルール

に関する知識の習得や事務処理手続きの理解に努めること。  

 

５．構成員相互の理解と緊密な連携を図り，協力して公的研究費等の不正使用を未然に

防止するよう努めること。 

 

 ６．公的研究費等の使用に当たり，取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招く

ことのないよう公正に行動すること。 

 

          年  月  日 

 
        所 属                職 名             
                                             フリガナ 
        個人番号           氏 名                 

                ※個人番号は給与明細に記載してある８桁の番号です。 
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 （学生用） 

 

 

国立大学法人岡山大学長 

（最高管理責任者）   殿 

 

 

誓   約   書  

 

 

私は，岡山大学の構成員として，公的研究費等の使用に当たっては，以下の事項を

遵守することをここに誓います。 

 

記 

 

 １．大学の管理するべき公的研究費等の原資が国民の税金等で賄われていることを認識

し，雇用又は依頼された業務等を誠実に遂行すること。 

 

 ２．支給された給与等について，業務等依頼者がキックバックを要求するような不正を黙認

したり，加担しないこと。 

 

 ３．不正を行ったり，加担した場合は，本学や配分機関の処分及び法的な責任を負担す

ること。 

 

          年  月  日 

 
        学部・研究科等                            
                                             フリガナ 
        学生番号           氏 名                 

 



 - 13 - 

 別紙様式２（第１２条関係） 

 

                               年  月  日 

 

 

     国立大学法人岡山大学長 

     （最高管理責任者）   殿 

 

所属 

職名 

氏名 

連絡先の電話番号等 

 

 

                 告  発  書 

 

 

   国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程第１２ 

  条に基づき，下記のとおり告発します。 

 

                    記 

 

 

  １ 不正使用等の疑いがある者 

        所属 

        職名 

        氏名 

 

  ２ 不正使用等の態様及び内容 

 

 

 

 

 

  ３ 不正使用等が存在する若しくはまさに不正使用等が生じようとしていると疑われる

根拠 （確認できるものを添付すること） 

 

 

 

                                                                  以  上 


